
   

  

清須市国民健康保険 

「第二期特定健康診査等実施計画(案)」概要について 

 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成２０年度から、第一期特定健康診査

等実施計画に沿って、生活習慣病予防のための特定健康診査及び特定保健指導を実施して

まいりました。本計画は、これらの実施結果を踏まえ、平成２５年度から２９年度までの第二期

特定健康診査等実施計画を策定するものです。 

 

特定健康診査の結果 第一期実績について(H20 年度～H23 年度)     (法定報告による) 

  対象者数（人） 受診者数（人） 受診率 目標受診率 県平均 

平成２０年度 10,728 4,021 37.5% 20% 33.8% 

平成２１年度 10,856 3,947 36.4% 30% 35.1% 

平成２２年度 10,935 4,170 38.1% 40% 35.6% 

平成２３年度 11,064 4,471 40.4% 50% 35.8% 

◎特定健康診査の年齢階層別受診率(H23 年度) 

☞ 男性に比べて女性の受診率が高い。また、年齢が上がるにつれ受診率が高くなっている。 
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40～ 45～ 50～ 55～ 60～ 65～ 70～74 合計

対象者数 517 448 411 459 1,006 1,248 1,262 5,351
受診者数 123 90 91 114 336 567 606 1,927
受診率％ 23.8% 20.1% 22.1% 24.8% 33.4% 45.4% 48.0% 36.0%
対象者数 430 353 331 529 1,301 1,373 1,396 5,713
受診者数 115 94 119 203 585 708 720 2,544
受診率％ 26.7% 26.6% 36.0% 38.4% 45.0% 51.6% 51.6% 44.5%
対象者数 947 801 742 988 2,307 2,621 2,658 11,064
受診者数 238 184 210 317 921 1,275 1,326 4,471

受診率％ 25.1% 23.0% 28.3% 32.1% 39.9% 48.6% 49.9% 40.4%
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第 1 章 目標 

○目標値の設定「平成２９年度（２０１7 年度）」     【 】内は第一期目標値 

特定健康診査等実施計画における目標は、国が示す参酌標準に基づいて以下のとお

りとします。 

・特定健康診査の実施率    ６０％【６５％】 

・特定保健指導の実施率    ６０％【４５％】 

・目標設定時と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率 

（平成 20 年度と比較して） ２５％【１０％】 

第２章 具体的な目標値 

○本市国民健康保険の目標値と対象者数 

  特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準を基に、本市国民健康保険における目標

値と対象者数を下記のとおり設定します。 

平成２５年度から２９年度の各目標値 

  平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

特定健康診査対象者数(推計) 11,880 人 11,826 人 11,772 人 11,719 人 11,666 人

特定健康診査受診者数(推計) 5,227 人 5,677 人 6,122 人 6,563 人 7,000 人

特定健康診査の実施率 44％ 48％ 52％ 56％ 60％

特定保健指導対象者数(推計) 695 人 755 人 814 人 873 人 931 人

特定保健指導実施者数(推計) 139 人 227 人 326 人 437 人 559 人

特定保健指導の実施率 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

メタボリックシンドロームの

該当者及び予備群の減少率 

（平成 20 年度と比較して） 

 25％

 

○国民健康保険加入者への周知や案内      〔下線は第二期で加えた部分〕 

(1) 周知 

・市広報誌・市ホームページに掲載します。 

  ・受診券、利用券発行時に案内します。 

・健康診査受診率向上につながるように、納税通知時や保険証更新時などあらゆる

機会を通して案内します。 

  ・健康維持のため健康診査への関心を高めるため、啓発事業を実施します。 

(2)特定健康診査受診券・特定保健指導利用券 

・受診券は、被保険者に個別に発行通知します。 

・利用券は、特定保健指導対象者に個別に通知します。 

(3)特定健康診査受診結果通知表 

・特定健康診査受診者全員に国が示す通知表に準じて健診結果を通知します。 

 (4)未受診者対策 

  ・再通知、電話勧奨などを実施して、改めて通知案内をすることで受診忘れなどを

防止します。 

(5)特定保健指導の利用勧奨 

・保健指導の必要性をわかりやすく対象者に情報提供します。 


